
新石垣空港への「旅行者専用相談センター（略称ＴＡＣＯ）」 

設置を求める意見書 

 

 沖縄県は、新型コロナウイルス感染症予防対策として県を跨ぐ往来の自粛を要請して

いたが、６月１９日から東京など６都道県からの自粛要請を全面解除になるのを前に、

県医師会や観光関連１７団体が参加する「新型コロナウイルスに負けない安全・安心な

観光地づくりに関する対策会議」の第４回会合を開き、那覇空港での水際対策を強化す

る「旅行者専用相談センター（略称ＴＡＣＯ：トラベラーズ・アクセス・センター・オ

キナワ）を設置すると発表した。 

 ＴＡＣＯは、看護師２名、事務職１名の２交代制で空港到着時や滞在中の旅行者に発

熱や体調不良などの症状がでた場合に一元的な窓口となって情報集約や保健所への相

談、医療機関との調整を行い、運営を沖縄観光コンベンションビューローが担い、設置

期間は６月１９日から令和３年３月３１日までとしているが、次年度以降の継続設置も

検討している。 

 那覇空港へのＴＡＣＯの設置について、那覇空港同様に新石垣空港、宮古空港も本土

主要空港との直行便があり、また那覇空港を経由しての来島者が多いことから前出の第

４回対策会議にリモートで出席していた中山義隆市長は、新石垣空港・宮古空港にもＴ

ＡＣＯの設置を要望したが、県は「検討する。」と述べるにとどめており設置は未定と

なっている。 

 沖縄県が設置管理者である地方管理空港の新石垣空港の令和元年乗降客数実績は国

内線２５１万人余・国際線１０万人余で全国の国管理空港の地方空港と同規模の乗降客

数であることから、那覇空港同様に水際対策を徹底しなければならない。 

よって当市議会は、新石垣空港への「旅行者専用相談センター（略称ＴＡＣＯ）」の

早期の設置を強く要請する。 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。 
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